
地域鉄道魅力アップ活動支援事業補助金実施要領

令和5年4月1日制定
令和８年４月1日最終改定
未来創造部・新幹線交通まちづくり局地域鉄道課

（通則）
第１条　地域鉄道魅力アップ活動支援事業補助金（以下「補助金」という）の交付については、福井県補助金等交付規則（昭和４６年福井県規則第２０号）および福井県未来創造部新幹線・交通まちづくり局地域鉄道課所管補助金等交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

（目的）
[bookmark: _Hlk127450938]第２条　福井鉄道、えちぜん鉄道、ハピラインふくい、ＪＲ小浜線・越美北線（以下「県内鉄道」という。）の魅力向上に資する活動を支援し、県内鉄道の活性化を図る。

（補助事業者）
[bookmark: _Hlk127451540][bookmark: _Hlk127451642]第３条　補助事業者は県内鉄道の活性化等を目的に活動する非営利の団体・法人（協議会、自治会、ボランティア団体、地域活動団体、NPO法人等）とする。

（補助対象事業）
[bookmark: _Hlk127450969]第４条　補助対象事業は県内鉄道の活性化に資すると認められる活動で、次のいずれかの要件をみたすものとする。
１　県内鉄道の利用促進活動
２　県内鉄道の駅の環境整備活動
３　県内鉄道を含む公共交通に関する意識啓発活動
４　その他、県内鉄道の活性化に資する活動

（補助対象経費）
[bookmark: _Hlk127451856]第５条　補助対象経費は、前条に定める事業の実施に要する経費とする。ただし、原則として次に該当する経費は対象外とする。
１　団体の経常的な運営経費（家賃、光熱水費、電話・ＦＡＸ代等）
２　団体構成員に対する謝金、手当、所有物の賃借料
３　団体構成員のみによる飲食費や宿泊費
４　領収書を徴収することができない経費
５　その他、補助対象として適当と認められない経費

（補助率および補助限度額）
第６条 補助率および補助限度額は、別表１の範囲内で、かつ、予算の範囲内とする。

（補助金の交付申請）
第７条　補助事業者は、補助金の交付申請をしようとするときには、補助金交付申請書（様式第１号）を知事に提出しなければならない。
２　補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
（１）事業計画書（様式第２号）
（２）収支予算書（様式第３号）
（３）県税の全税目に滞納がないことを証明事項とする納税証明書または納税状況の確認に関する同意書（別紙１）※該当者のみ
（４）団体の概要（団体名、規約、代表者氏名、構成員数等）が分かる書類
（５）構成員名簿
（６）その他知事が必要と認める書類

（補助事業の変更）
第８条　補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合においては、事業計画変更承認申請書（様式第１号に準ずる。）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付要綱別表第３に定める軽微な変更は、この限りでない。

（補助金の交付決定）
第９条　知事は、当実施要領第７条、第８条の規定により提出された補助金交付申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、交付決定を行い補助事業者に通知する。審査は募集要項に記載のとおりとする。
　２　知事は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

（実績報告）
第１０条　補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日、または翌会計年度の４月１０日のいずれか早い日までに、補助事業完了実績報告書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。
２　　補助事業完了実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
（１）事業報告書（様式第５号）
（２）収支決算書（様式第６号）
（３）その他知事が必要と認める書類

（補助金の額の確定）
第１１条　知事は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の額を確定し補助事業者に通知する。

（補助金の交付）
第１２条　補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（様式第７号）を知事に提出しなければならない。
２　知事は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

（財産の処分の制限）
第１３条　補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産について、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定められている耐用年数の期間を経過している場合は、この限りでない。
２　前項の規定にかかわらず、補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産について、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間は、譲渡し、交換し、または担保に供してはならない。

（財産の管理）
第１４条　補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産について、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間、善良な管理者の注意をもって、管理を行わなければならない。

（補助金の経理）
第１５条　補助事業者は、補助事業の経理について、他の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。
２　補助事業者は、前項の帳簿および補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければならない。

（補助金の交付取り消しおよび返還）
第１６条　知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または、既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
（１）福井県補助金等交付規則の規定に違反したとき。
（２）補助金の交付決定の内容または条件に違反したとき。
（３）補助金交付申請書、補助事業実績報告書に虚偽の記載をしたとき。
（４）補助事業により取得し、または効用の増加した財産を処分したとき。

（その他）
第１７条　この要領に定めるものの他、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

附　則
この要領は、令和５年４月１日から施行する。


附 則（令和５年５月２２日付け）
この実施要領は、令和５年５月２２日から施行する。

附則（令和８年４月1日付け）
この実施要領は、令和８年4月1日から施行する。

































別表１

	補助上限額
	補助率

	―
	１０／１０





































様式第１号
                                                番          号
                                                年　　月　　日


  福井県知事            様


                          申請者    住所    
                                    氏名    
                              　　　　   法人にあっては名称
                                　　　   および代表者の氏名


[bookmark: _Hlk34411676]　　　　令和〇年度地域鉄道魅力アップ活動支援事業補助金交付申請書


  　　　　年度地域鉄道魅力アップ活動支援事業について、補助金の交付を受けたいので、福井県補助金等交付規則第４条の規定により、関係書類を添え、下記のとおり申請します。
                                記
１  補助事業等の名称
２  補助事業等の目的および内容
３  交付申請額
４  添付書類
　　　・事業計画書（様式第２号）
　　　・収支予算書（様式第３号）
　　　・その他
                        
 
[bookmark: _Hlk33793727][bookmark: _Hlk33793052][bookmark: _Hlk33795787]
 様式第２号
令和〇年度地域鉄道魅力アップ活動支援事業
事業計画書

１　補助事業者

	補助
事業者名
	

	担当者
	
	連絡先
	住所
	

	
	
	
	TEL
	

	
	
	
	MAIL
	



２　事業内容

	事業名
	

	事業区分
 該当する
　事業区分に○
	１　県内鉄道の利用促進活動
２　県内鉄道の駅の環境整備活動
３　県内鉄道を含む公共交通に関する意識啓発活動
４　その他、県内鉄道の活性化に資する活動

	事業期間・スケジュール
	

	事業実施場所
	

	事業実施内容
	

	事業実施の成果
	



	事業費内訳
	財源内訳

	経費区分
	単価（円）
	数量
	金額（千円）
	財源区分
	金額（千円）

	
	
	
	
	
	　　

	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	


　
※申請する事業が複数ある場合は事業ごとに作成すること。
様式第３号

　　　　令和〇年度地域鉄道魅力アップ活動支援事業
収支予算書

＜収入＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
科目
	
予算額
	
備考

	
	
	

	
合計
	

	




＜支出＞
	
科目
	
予算額
	
備考

	
	 
	

	
合計
	

	




　上記のとおり相違ないことを証明する。

　年　月　日


　　　　　　　　　　　　　（補助事業者名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

様式第４号
                                                番          号
                                                年　　月　　日    


  福井県知事            様


                                補助事業者
                                    住所    
                                    氏名    
                        　　            法人にあっては名称
                         　　           および代表者の氏名


　　　　令和〇年度地域鉄道魅力アップ活動支援事業完了実績報告書


  　　    年    月    日付け福井県指令地鉄第      号で補助金等の交付決定を受けた　　　　年度地域鉄道魅力アップ活動支援事業が完了したので、福井県補助金等交付規則第１２条の規定により、関係書類を添え、下記のとおり報告します。
                              記
１  補助事業等の名称
２  補助金等の交付決定額およびその精算額
３  補助事業の実施期間
４  添付書類
　　　・事業報告書（様式第５号）
　　　・収支決算書（様式第６号）
　　　・その他
                                
[bookmark: _Hlk34414005]
 様式第５号

令和〇年度地域鉄道魅力アップ活動支援事業
事業報告書
１　補助事業者

	補助
事業者名
	

	担当者
	
	連絡先
	住所
	

	
	
	
	TEL
	

	
	
	
	MAIL
	



２　事業内容

	事業名
	

	事業区分
 該当する
　事業区分に○
	１　県内鉄道の利用促進活動
２　県内鉄道の駅の環境整備活動
３　県内鉄道を含む公共交通に関する意識啓発活動
４　その他、県内鉄道の活性化に資する活動

	事業期間・スケジュール
	

	事業実施場所
	

	事業実施内容
	

	事業実施の成果
	



	事業費内訳
	財源内訳

	経費区分
	単価（円）
	数量
	金額（千円）
	財源区分
	金額（千円）

	
	
	
	
	
	　　

	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	


　

様式第５号

３　活動写真等
	写真
	備考

	
	

	
	

	
	

	
	



様式第６号

　　　　令和〇年度地域鉄道魅力アップ活動支援事業
収支決算書

＜収入＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	[bookmark: _Hlk33791930]
科目
	
予算額
	
備考

	
	
	

	
合計
	

	




＜支出＞
	
科目
	
予算額
	
備考

	
	 
	

	
合計
	

	




　上記のとおり相違ないことを証明する。

　年　月　日


　　　　　　　　　　　　　（補助事業者名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

様式第７号
                                                番          号
                                                年　　月　　日


  福井県知事            様


                                補助事業者
                                    住所    
                                    氏名    
                                    　　　法人にあっては名称
                                    　　　および代表者の氏名


     　　　　令和〇年度地域鉄道魅力アップ活動支援事業補助金交付請求書


  　　    年    月    日付け福井県指令地鉄第      号で額の確定（交
付決定）の通知があった補助金　　　　　            円を交付されるよ
う福井県補助金等交付規則第１５条の規定により請求します。


















（別紙１）

県税の納税状況の確認について

　私は、地域鉄道魅力アップ活動支援事業補助金の交付を福井県に申請するに当たり、福井県の県税事務所等が、福井県地域鉄道課に対し、私の福井県への納税状況に関する情報を提供することに同意します。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　住所（所在地） 　　　　　　　　　　　　　　　

氏名（名称） ([フリガナ] )　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　福井県知事　　　　　　　　　　 様

	＊納税状況の確認に関する事項
　本同意書に基づき提供された納税状況は、福井県が実施する地域鉄道魅力アップ活動支援事業補助金の交付事務以外には使用いたしません。



※福井県担当者記入欄
	上記の者の　　　年　　月　　日現在の県税の納税状況については以下のとおりです。
 (
受付印欄
)
　　□滞納なし　　　　　□滞納あり

　　□徴収猶予あり




回答事務所　　□福井県税事務所　□嶺南振興局税務部

  地域 鉄道魅力アップ 活動支援 事業 補助金 実施 要領     令和 5 年 4 月 1 日制 定   令和 ８年４月 1 日 最終 改定   未来創造部・新幹線交通まちづくり局地域鉄道課     （通則）   第１条   地域鉄道魅力アップ 活動支援 事業補助金（以下「補助金」という） の交付について は、 福井県補助金等交付規則（昭和４６年福井県規則第２０号） および 福井県 未来創造部新 幹線・交通まちづくり局 地域鉄道 課所管補助金等交付要綱（以下「交付要綱」という。） に 定めるもののほか、この 要領 の定めるところによる。     （目的）   第２条   福井鉄道、えちぜん鉄道、 ハピラインふくい、 ＪＲ小浜線・越美北線（以下「 県内 鉄 道 」という。） の魅力向上に資する活動を支援し、県内鉄道の活性化を図る。     （補助事業者）   第 ３ 条   補助事業者は 県内鉄道 の活性化等を目的に活動する非営利の団体・法人（協議会、自治 会、ボランティア団体、地域活動団体、 NPO 法人等）とする。     （補助対象 事業 ）   第 ４ 条   補助対象事業は 県内鉄道 の 活性化に資すると認められる活動 で、次のいずれかの要 件をみたすものとする。   １   県内鉄道 の利用促進 活動   ２   県内鉄道の駅の環境整備 活動   ３   県内鉄道を含む公共交通に関する意識啓発活動   ４   その他、県内鉄道の活性化に資する活動     （補助対象経費）   第 ５ 条   補助対象経費は、 前条に 定める事業の実施に要する 経費 とする。ただし、原則とし て次に該当する経費は対象外とする。   １   団体の経常的な運営経費（家賃、光熱水費、電話・ＦＡＸ代等）   ２   団体構成員に対する謝金、手当、所有物の賃借料   ３   団体構成員のみによる飲食費や宿泊費   ４   領収書を徴収することができない経費   ５   その他 、補助対象 として適当と認められない経費     （補助率および補助限度額）  

